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．鉄道ネットワークの整備の推進１

新幹線の新線建設により取得した鉄道施設に係る特例措置の拡充◆
【固定資産税 ・・・１】

【固定資産税 ・・・２◆ 青函トンネルの鉄道施設に係る特例措置の拡充 】

都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設等に係る特例措置の延長◆
【固定資産税・都市計画税 ・・・３】
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【固定資産税 ・・・４◆ 鉄道の安全性向上設備に係る特例措置の延長 】
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首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した◆
【固定資産税 ・・・６鉄道施設に係る特例措置の延長 】
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【軽油引取税 ・・・７課税免除の特例措置の延長 】
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低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置の延長◆
【固定資産税 ・・・１０】



新幹線の新線建設により取得した鉄道施設に係る特例措置の拡充（固定資産税）

○ 新幹線は、大都市圏や中核都市を有機的かつ効率的に連結する広域交通機関として、我が国に

と て極めて重要な役割を担う基幹輸送網である

背景

とって極めて重要な役割を担う基幹輸送網である。

○ 新幹線の新線建設においては、国家的な重要性と投資・維持等の負担に鑑み、固定資産税に係
る特例措置が講じられているところであるが、今般、北海道新幹線が開業することに伴い、当該特
例の対象に同路線を追加することが必要。

○ 北海道新幹線の新青森・新函館北斗間については、平成２７年度末の完成・開業に向けて、現在、

着実に整備を進めているところ。

税制改正要望の結果

新幹線鉄道は極めて公共性の高い施設であるところ、施設の整備・維持に当たっては大規模な投資の
負担が必要であることから、その負担の軽減を図る。

施策の目標

◆特例措置の対象

北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために

敷設された鉄道施設

税制改正要望の結果

◆特例措置の内容

固定資産税：課税標準５年間１／６ その後５年間１／３に軽減

固定資産税特例措置の対象に追加

整備新幹線とは、「全国新幹線鉄道整備法」に基づく昭和４８年の
「整備計画」により整備が行われている以下の５路線のことをいう。

北海道新幹線 青森 - 札幌間

東北新幹線 盛岡 青森間

固定資産税：課税標準５年間１／６、その後５年間１／３に軽減

※三島特例（１／２）との連乗により課税標準５年間１／１２、その後５年間１／６に軽減

東北新幹線

新函館北斗

札幌

○新函館北斗・札幌間

平成27年度末完成予定

北海道新幹線

〈149km〉
○新青森・新函館北斗間

〈211km〉平成４７年度末完成予定

○その主たる区間を列車が時速２００km以上の高速で走行できる幹線鉄道。
○（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設・保有し、営業主体（JR）に
対し施設を貸付け（上下分離方式）。

東北新幹線 盛岡 - 青森間

北陸新幹線 東京 - 大阪間

九州新幹線（鹿児島ルート） 福岡 - 鹿児島間

九州新幹線（長崎ルート） 福岡 - 長崎間

新潟
九州新幹線
（長崎ルート）

〈66km〉

○武雄温泉･長崎間

○金沢･敦賀間

平成１４年１２月開業

盛岡

八戸
新青森

北陸新幹線

長野

〈240km〉○長野･金沢間〈113km〉

平成26年度末完成予定

平成９年１０月開業

平成２２年１２月開業

金沢

平成37年度末完成予定

大宮
東京

新八代

鹿児島中央
平成１６年３月開業

長崎

博多

〈66km〉 長野

高崎敦賀

九州新幹線
(鹿児島ルート）

新鳥栖

既設新幹線開業区間
整備新幹線開業区間
建設中区間
未着工区間

凡 例

武雄温泉

平成２３年３月開業

大阪

平成３４年度

完成予定
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青函トンネルの鉄道施設に係る特例措置の拡充（固定資産税）

背景

○ 青函トンネルに係る鉄道施設は、

国土開発及び地域振興に重要な

意義を有する国家的プロジェクト

であり、公共性が極めて高い。

函館

新函館北斗

木古内
きこない

五稜郭北海道新幹線
（新青森・新函館北斗間）
平成27年度末完成（149km）

○ 今般、開業する北海道新幹線は、

青函トンネルを在来線と共用して

走行するものであり、本州・北海

道間の交流を確保し地域の振興

を目指すという観点から、北海道

木古内

新幹線の駅
在来線の駅
在来線の駅（貨物駅隣接）

（凡例）

共用走行区間
（ ）

新幹線に係る鉄道施設（青函トン

ネル部分）についても青函トンネ

ル特例を適用することが必要。

奥津軽いまべつ

青函トンネル
（54km）北海道新幹線に

青函特例を適用

（８２ｋｍ）

青函トンネルの維持・活用を図り、
本州・北海道間の交流を確保し、
地域の振興を目指す。

施策の目標

新青森
青森

東青森

中小国
なかおぐに

◆特例措置の対象

税制改正要望の結果

東青森

北海道新幹線（青函トンネル） 津軽海峡線（青函トンネル）及び

津軽海峡線と共用して走行する区間（共用走行区間（82km））において整備するもの

※青函トンネル特例を適用させる北海道新幹線の鉄道施設：

北海道新幹線（青函トンネル）、 津軽海峡線（青函トンネル）及び
本四備讃線（本州四国連絡橋）に係る鉄道施設

◆特例措置の内容

※三島特例（１／２）との連乗により課税標準１／１２に軽減

固定資産税：課税標準１／６に軽減

◆特例措置の内容
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都市鉄道利便増進事業により都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道取得した鉄道施設等に係る特例措置の施設等に係る特例措置の延長延長
（（固定資産税・固定資産税・都市計画税都市計画税））

○ 都市鉄道の利便性を 層高めるには 既存の都市鉄道ネットワ クを有機的に活用して 都

背景

○ 都市鉄道の利便性を一層高めるには、既存の都市鉄道ネットワークを有機的に活用して、都

市鉄道の機能の高度化を図ることが必要。

○ そのためには都市鉄道等利便増進法（H１７．８施行）のスキームを活用し、自社の増収に直接結

びつかない事業の実施に消極的になりがちな鉄道事業者などの利害を調整して、当該法に基づき

計画されている各プロジェクトを円滑に進めていく必要があり、国等による助成に加え、本特例措置

による支援が必要不可欠。

都市鉄道等利便増進法に基づき、既存ストックを有効活用しつつ都市鉄道ネットワークの機能

を高度化する施設を整備し、所要時間の短縮や乗換回数の減少等により、都市鉄道等の利便を

増進させる。

施策の目標

増進させる。

（現在、整備が進められている事業）

・相鉄・ＪＲ直通線（西谷～横浜羽沢間）二俣川⇒新宿間（所要時間５９分⇒４４分：１５分短縮）等

・相鉄・東急直通線（横浜羽沢～日吉間）二俣川⇒目黒間（所要時間５４分⇒３８分：１６分短縮）等

（今後、事業化に向けた調査・検討が進められる主な事業）

・都心直結線（押上駅付近～新東京駅～泉岳寺駅付近）

◆特例措置の対象

税制改正要望の結果

・地下鉄８号線の延伸（豊洲～住吉間）

・新空港線（蒲蒲線）（東急/JR蒲田駅～京急空港線）

◆特例措置の対象

都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業（速達性向上事業、駅施設利用円滑
化事業）により取得した鉄道施設等

◆特例措置の内容

・トンネル 固定資産税：非課税

・鉄道施設等 固定資産税・都市計画税：
東京

新宿

渋谷

JR山手線

神奈川東部方面線
（相鉄～ＪＲ・東急直通線）

鉄 設 定資産税 都市 税

課税標準５年間２／３に軽減

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

JR東海道線

JR横須賀線

東急東横線

渋谷

目黒 品川

大崎

日吉

綱島

新綱島
新横浜相鉄・ＪＲ直通線

相鉄・東急直通線【事業概要】

相鉄・ＪＲルート 相鉄・東急ルート

東急線で、
渋谷・目黒方面に直通

JR東海道貨物線

相鉄本線

相鉄いずみ野線

新横浜

羽沢

西谷

横浜
二俣川

瀬谷

湘南台

海老名

相鉄 ＪＲ直通線

整備区間
西谷駅～横浜羽沢駅付近

（約２．７km）
横浜羽沢駅付近～日吉駅

（約１０．０km）

概算事業費 約２，７３９億円

開業予定年度 平成30年度 平成31年度

ＪＲ線で、
品川・新宿方面に直通
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鉄道の安全性向上設備に係る特例措置の延長(固定資産税)

背景

○ 鉄道の最大の使命である安全輸送の確保のためには、線路設備や信号保安設備
などの安全に関する設備整備を継続的に実施する必要がある。

○ しかしながら、近年の地域鉄道を取り巻く経営環境は極めて厳しく、設備整備後に
増大する固定資産税等の費用負担を鉄道事業者の自助努力のみで賄うことが困難
になっている状況下、安全輸送の確保のためには、地域公共交通確保維持改善事
業費補助金等の予算措置と併せて、本特例措置が必要不可欠。

施策の目標

安全な輸送サービスを安定的に提供できる体制を確保できるよう、地域鉄道事業者の
安全性の向上を図る。

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象

地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の交付を受けて取得した鉄道の
安全性向上に資する償却資産等

◆特例措置の内容

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

固定資産税：課税標準５年間１／３に軽減

安全性向上に資する償却資産等

予算措置（特例の対象）

■地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

車両の更新

【補助率】１／３

※財政状況の厳しい地方公共団体が支援する費用相当分

平成２５年度から鉄道事業再構築事業を実施する
事業者に対する補助率を１／２に拡充※

線路設備（軌道改良（ＰＣまくら木化））

≪補助対象設備≫
・線路設備、電路設備、車両設備等の
安全性向上に資する設備
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低床型路面電車（低床型路面電車（LRTLRT車両）に係る特例措置の延長（固定資産税）車両）に係る特例措置の延長（固定資産税）

背景

○ 高齢者 障害者が安全かつ容易に利用できるLRT車両（低床型車両）は路面電車の○ 高齢者・障害者が安全かつ容易に利用できるLRT車両（低床型車両）は路面電車の

バリアフリー化のため、積極的な導入が必要。

○ しかし、LRT車両は、低床型でない従来型車両と比べ、車両価格が高額であり、導入

費用がかさむとともに、導入後の固定資産税が大幅に増加。その導入促進のために

は、導入後の固定資産税負担を軽減する本特例措置が必要不可欠。

＜LRT車両の導入状況＞

H11年度（税制特例創設以前） 20両 H25年度末 203両（軌道車両の30%がLRT化）

公共交通機関のバリアフリー化推進のために、鉄軌道事業者の低床型路面電車の導入
を推進する。

施策の目標

◆特例措置の対象 低床型路面電車
◆特例措置の内容 固定資産税：課税標準５年間１／３に軽減

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

税制改正要望の結果
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首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により
取得した鉄道施設に係る特例措置の延長 （固定資産税）

背景

○ 阪神淡路大震災では駅や高架橋などが大きく破壊し倒壊する被害が発生したため、

同大震災以降、柱に鋼板を巻く等の耐震補強を、全国の主要ターミナル駅等において

優先的に進めてきたところ。

○ 一方、首都直下地震・南海トラフ地震については、その切迫性や被害の影響度など

の観点から 防災 減災対策の強化が喫緊の課題とな ており 平成 年 月に両地

施策の目標

の観点から、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっており、平成25年4月に両地

震に備えるため、耐震補強の実施について努力義務を課す省令を新たに施行し、耐震

補強を推進しているところ。

首都直下地震・南海トラフ地震に備え、より多くの利用者の安全の確保の観点に加え、
一時避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し、利用者の多い駅
や路線を中心に鉄道施設のより一層の耐震補強を推進する。

税制改正要望の結果税制改正要望の結果

◆特例措置の対象

首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等における

利用者の多い駅や路線

対象

◆特例措置の内容 固定資産税：課税標準５年間２／３に軽減

適 期限 成 年 ま 年間延長

駅 1日あたり乗降客１万人以上

路線(高架橋、橋りょう等) 1日平均断面輸送量が片道1万人以上 （注）

（注）緊急輸送道路等に影響を及ぼす箇所は断面輸送量に関わらず対象

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長

阪神・淡路大震災時の高架橋の被害 東日本大震災発生後の高架橋の被害鉄道駅の耐震補強（イメージ図）

高架橋の耐震補強駅の耐震補強

鉄骨ブレース 高架橋等が大きく破壊し倒壊する被害が発生 鋼板を巻く耐震補強により倒壊の被害なし
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鉄軌道用車両及びフォークリフトの動力源に供する軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

（軽油引取税）

○ 輸送量が少なく採算の確保が困難な非電化地方鉄道路線は厳しい経営状況が続いている

背景

○ 輸送量が少なく採算の確保が困難な非電化地方鉄道路線は厳しい経営状況が続いている。

○ 鉄道貨物へのモーダルシフトの推進については、京都議定書目標達成計画や総合物流施策大綱
に盛り込まれ、その必要性が強く求められている。

55

地域鉄道の輸送人員の推移
（単位：千万人） 輸送量あたりの二酸化炭素の排出量（貨物）
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※昭和６３年度以降に開業した事業者を除く７０社
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約1/8

○ 輸送量が少なく採算の確保が困難な非電化地方鉄道路線の経営の安定化を図る。

○ 貨物鉄道サービスの維持及び鉄道貨物輸送の利用促進を通じて、モーダルシフトの推進を図る。

30
62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

年度 ※出典：鉄道統計年報及び鉄道局調べ

0 200 400 600 800 1000

g-CO2/ﾄﾝｷﾛ （2012年度）

施策の目標

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象

鉄軌道用車両及びＪＲ貨物のフォークリフトの動力源に供する軽油

◆特例措置の内容

軽油引取税：課税免除

適用期限：平成３０年３月３１日まで３年間延長

【気動車】 【ディーゼル機関車】 【フォークリフト】
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ゲレンデ整備車及び降雪機の動力源に供する軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
（軽油引取税）

○ スキー及びスノーボードは 冬季における代表的なスポーツであり スキー場を抱える地域

背景

○ スキ 及びスノ ボ ドは、冬季における代表的なスポ ツであり、スキ 場を抱える地域

経済の活性化にも重要な役割を果たしているが、スキー場の運営者のほとんどが経営の厳しい

索道事業者である。

○ 観光立国推進基本計画において、政府全体により講ずべき施策として、スキー等スポーツへ

の指向性の高い外国人旅行者の訪日促進に寄与するものとしてスポーツツーリズムを推進する

ことや、雪国の特性を活かした観光・レクリエーションの振興等による多様な交流を促進する

ことが掲げられており、索道事業者の経営安定化やスキー場の活性化が必要。
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特殊索道輸送人員の推移
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年度※日本政府観光局による

スキー場を運営する索道事業者の経営環境の改善を図るとともに、スキー場を抱える地域の観

光振興及び地域経済の活性化を図る。

税制改正要望の結果

施策の目標

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象

スキー場において使用するゲレンデ整備車及び降雪機の動力源に供する軽油

◆特例措置の内容

軽油引取税：課税免除

適 成適用期限：平成３０年３月３１日まで３年間延長

【降雪機】【ゲレンデ整備車】
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鉄道事業における特定の事業用資産の買換等の特例措置の延長（法人税）

背景

○ 鉄道貨物輸送の大部分を担っているＪＲ貨物については、国鉄の分割・民営化以前に更新

投資がほとんど行われなかったこと等から、老朽化車両の取替え等を進めることが喫緊の課

題となっている。

施策の目標

環境対策、エネルギー対策の観点から重要な役割を担う鉄道貨物輸送の近代化等のため、
モーダルシフトに資する機関車の導入を促進する。

施策の目標

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象 買換資産：貨物鉄道事業用の機関車（入換機関車を除く）

◆特例措置の内容 法人税：土地譲渡益の範囲内で買換資産価額の８０％を圧縮記帳

適用期限：平成２９年３月３１日まで２年３ヶ月間延長適用期限：平成２９年３月３１日まで２年３ヶ月間延長

業務の効率化等により
生み出された土地

国鉄からの承継土地

購 入

機関車

売 却 益

土地の売却益をもって、
機関車（入換機関車を除く）を購入
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更なるCO2排
今般の電力不足に本特例により京都議定書

低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置の延長(固定資産税)

背景

輸送量当たりの二酸化炭素排出量（旅客）

出削減及び節
電対策・省エ
ネ対策のため
には低炭素化
等に資する車
両の導入促進

今般の電力不足に
伴う節電対策につ
いても社会的に求
められているとこ
ろ、鉄道事業全体
の使用電力の大部
分を運転用電力が
占めている

本特例により京都議定書
目標達成計画(平成17年4
月閣議決定、平成20年3
月全部改訂)及び当面の
地球温暖化対策に関する
方針（平成25年3月地球温
暖化対策推進本部決定）
に沿って、これまで順調に
低炭素型車両の導入につ

１６８

１０４

６０

２２

自家用
乗動車

航空

バス

鉄道

鉄道は
CO2排
出量は
自家用
乗用車
の1/8

輸送量当たりの二酸化炭素排出量（旅客）

が必要不可欠
占めている。いて推進されているとこ

ろ。

低炭素化や鉄道利用者の利便性の向上に資する旅客用新規鉄道車両の導入を促進する。
低炭素型車両の導入割合 ６５％（平成２５年度） → ７１％（平成２８年度）

施策の目標

ｇ－ＣＯ２／人キロ（２０１２年度）

税制改正要望の結果

◆特例措置の対象
低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両

◆特例措置の内容
固定資産税：課税標準５年間２／３※に軽減 （※中小民鉄等は５年間３／５に軽減）
適用期限：平成２９年３月３１日まで２年間延長適用期限 平成 年 月 日まで 年間延長

適用車両(例)

特急用車両等を除く車両のうち、
１．電 車…VVVFインバータ制御と電力回生ブレーキの双方を備えた車両への更新
２．気動車…高効率内燃機関を備えた車両への更新
３．更新以外の車両…新たな営業路線の開業又は列車の編成を構成する車両の増加に伴うもので、上記の要件を備えたもの

適用要件

モーター モーター

架線

VVVFｲﾝﾊﾞｰﾀ

架線

新 規 車 両

既存車両

架線

更新
モーターモーター 抵抗器

抵抗器を使ってモーターを制
御しているため、無駄な熱エネ
ルギーが発生

【ﾌﾞﾚｰｷ中の電車】

VVVFインバータ制御（一次周波数制御方式） 抵抗器を使わずに モーター
の回転数を効率良く制御する機構

【力行中の電車】

電力回生ブレーキ

電力回生ブレーキ ブレーキ中の車両が発生した電力を架線に戻し、力行中の車
両がその発生した電力を利用する方式

モーターモーター VVVFｲﾝﾊﾞｰﾀ

ＣＯ２排出量
約３０～５０％

改善
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